
何人かの皆さんが「はまり込んでしまう罠」について、詳しく見ておきましょう。 

「最低限の書式設定」は、守らねばならない制約に相当します。でも、その内部で「個別の」フォントを変更

したり、図等を入れたり、どれだけ自由に振る舞えるのかは、非常に重要な事柄です。私が PDF 形式にして例

示した https://www5.dent.niigata-u.ac.jp/~nisiyama/studyskills/yume-HNishiyama.pdf は、センタリング

や両端揃えも規定通りに行っており、「基本の」フォントについては提出規定に従っています。そういった制約を

守りつつ、「個別の」本文のフォントには別のフォントを混在させて記述していますし、タイトル部分はフォント

サイズを変更しています。 

守るべき制約・規定を守れずに夢を追い求め続ければ、思わぬところで問題が噴出するかもしれません。 

これから、医療関係の領域に入っていく皆さんは、医療従事者が遵守しなければならない制約を決して破ること

なく、（無論、社会一般的に求められる制約を破ることなく）どれだけ自由に羽ばたけるのかが問われていると言

っても良いでしょう。 

良く分からない方のために、下記に「基本の」フォントサイズの重要性を例示しておきます。一行当たりの文

字数を 40、行数を 40とし、「基本の」および「個別の」和文フォントを「ＭＳ Ｐゴシック」、「基本の」および

「個別の」英文フォントを「Arial」としておきます。 

 

１．「基本の」フォントサイズを 10.5ポイントとし、「個別の」フォントサイズを 12ポイントとした例 

 

２．「基本の」フォントサイズを 12ポイントとし、「個別の」フォントサイズを 12ポイントとした例 

 

規定通り両方とも「40文字」に指定していますが、一行当たりに表示される文字数が変化しています。プロポー

ショナルフォントの場合には、文字間の調整が入るので、分かりにくいかもしれません。 

 

https://www5.dent.niigata-u.ac.jp/~nisiyama/studyskills/yume-HNishiyama.pdf


念のため、「基本の」および「個別の」和文フォントを「MS ゴシック」（プロポーショナルでは無い）にし

て、「基本の」フォントサイズを 10.5 ポイントと 12 ポイントに変化させた場合、表示される文字数がどのよう

に変化するのかを提示しておきます。無論、「基本の」文字数と行数は、40 字、40 行と同じに設定しています。 

 

３．「基本の」フォントサイズを 10.5ポイントとし、「個別の」フォントサイズを 12ポイントとした例 

 

４．「基本の」フォントサイズを 12ポイントとし、「個別の」フォントサイズを 12ポイントとした例 

 

どうでしょうか？ 「基本の」設定での「1行当たりの文字数」は、「基本の」フォントサイズを使った場合の「文

字数」なので、「個別の」フォントサイズが大きな文字を使えば、当然ながら一行当たりに記述できる文字数は減

るわけです。無論 A4の用紙 1ページに記述できる情報量も変化するので、「最低限の指定の書式設定」ができな

いと、表現できる情報量で損をして、叶えられるはずの夢が儚く崩れてしまうかもしれません。 


